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自主行動計画のフォローアップ指針における調査事項 

記載要領 
 

令 和 6 年 9 月 

中小企業庁取引課 

 

【本調査の対象となる取引について】 

 本調査は、下請取引（貴社が発注者／受注者となる事業者間取引（Ｂ to Ｂ取引））につ

いて、中小企業・小規模事業者の取引条件改善に向けて、大企業や中堅企業などとの取引に

おける取組の状況や事業者間の取引実態を把握する目的で行うものです。 

 調査の対象となる事業者間取引（Ｂ to Ｂ取引）は、中小企業との取引となります。（大

企業同士の取引は対象になりませんので御留意ください。） 

なお、下請代金支払遅延等防止法の対象となる取引に限らず、継続的な納入・役務の提供

等の売買取引等、販売先が優越的な地位になり得る取引を幅広く対象としております。 

 

（参考）下請中小企業振興法の親事業者、下請事業者の定義（第２条第２項～第４項） 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2 

親事業者 

資本金又は出資金が自

己より小さい（個人の場

合は従業員数が自己よ

り小さい）中小企業者に

対し、①～⑤の行為を委

託することを業として

（≒反復継続的に）行う

者 

下請事業者 

【製造業・建設業・運輸業等】 

3 億円以下又は 300 人以下（個人含

む） 

【サービス業】 

5,000 万円以下又は 100 人以下 

（個人含む） 

【ゴム製造業（自動車又は航空機用タ

イヤ及びチューブ製造業並びに工業用

ベルト製造を除く）】 

3 億円以下又は 900 人以下（個人含む）

【ソフトウェア業又は情報処理サービス

業】 

3 億円以下又は 300 人以下（個人含む）

【企業組合及び協業組合】 

 ①物品の製造委託 

 ②製造のための設備、器具の

製造委託または修理委託 

(自らが業として製造・修理を行わ

ない設備・器具の場合も含む) 

 ③修理委託 

 ④情報成果物作成委託 

 ⑤役務提供委託 

  （役務を構成する行為の全部又は

一部を含む） 



2 
 

【設問の構成について】 

 本調査は以下の設問構成となっており、それぞれの設問内容は下記の表のとおりです。 

項目 詳細 

基礎情報 貴社の属性情報についての設問です。ここでは、取引における発注

側／受注側については考慮せず、貴社の情報についてご回答くだ

さい。 

発注側事業者調査票 貴社が【発注者】の立場にある取引の状況についての設問です。

⇒設問文内に【仕入先（発注先）】と記載されている場合、貴社が

発注者として行っている取引における取引先のことを指します。

受注側事業者調査票 貴社が【受注者】の立場にある取引の状況についての設問です。

⇒設問文内に【販売先】と記載されている場合、貴社が受注者とし

て行っている取引における取引先のことを指します。 

※貴社は日々様々な取引を行っているかと存じますが、それらの取引において、貴社が発注

側の立場になる場合と受注側の立場になる場合があるかと存じます。本調査では、貴社の

それぞれの立場における取引状況をご回答ください。 

※貴社が受注側／発注側どちらか一方の立場での取引のみを行っている場合は、該当の設

問のみご回答ください。 

 

 

【設問が貴社の業種に適合しない場合】 

 本調査は様々な業種の企業を対象に実施しております。中には貴社の事業に適合しない

設問があるかと存じますが、その場合は回答可能な設問のみでかまいませんので、わかる範

囲でご回答いただければ幸いです。 

例：「Ⅶ．型取引の適正化」の設問は、型取引を実施していない場合は無回答で進めていた

だいてかまいません。 

 

 

【調査の対象時期について】 

 設問の回答にあたって、時期によって状況が異なる場合は、原則として令和 6 年（2024

年）10 月 1 日時点の状況についてご回答ください。 

 設問によっては、「直近 1 年間」の状況について尋ねています。その場合は、回答いただ

いている時点から直近 1 年間の状況をご回答ください。 

 

以上 


